
 

 

 

 

 

栄養士法 （昭和22年12月29日法律第245号） 

最終改正：平成19年6月27日法律第96号 

栄養士及び管理栄養士の定義 

第1条 この法律で栄養士とは，都道府県知事の免許を受けて，栄

養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をい

う．  

２ この法律で管理栄養士とは，厚生労働大臣の免許を受けて，管

理栄養士の名称を用いて，傷病者に対する療養のため必要な栄養

の指導，個人の身体の状況，栄養状態等に応じた高度の専門的知

識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特

定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の

身体の状況，栄養状態，利用の状況等に応じた特別の配慮を必要

とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導

等を行うことを業とする者をいう．  

免 許 

第2条 栄養士の免許は，厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施

設（以下「養成施設」という．）において2年以上栄養士として

必要な知識及び技能を修得した者に対して，都道府県知事が与え

る．  

２ 養成施設に入所することができる者は，学校教育法（昭和22

年法律第26号）第90条に規定する者とする．  

３ 管理栄養士の免許は，管理栄養士国家試験に合格した者に対し

て，厚生労働大臣が与える．  

免許の欠格事項 

第3条  次の各号のいずれかに該当する者には，栄養士又は管理

栄養士の免許を与えないことがある．  

 一 罰金以上の刑に処せられた者  

二 前号に該当する者を除くほか，第1条に規定する業務に関し

犯罪又は不正の行為があった者  

名 簿 

第3条の2 都道府県に栄養士名簿を備え，栄養士の免許に関する

事項を登録する．  

２ 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え，管理栄養士の免許に関す

る事項を登録する．  

登録及び免許証の交付 

第4条 栄養士の免許は，都道府県知事が栄養士名簿に登録するこ

とによって行う．  

２ 都道府県知事は，栄養士の免許を与えたときは，栄養士免許証

を交付する．  

３ 管理栄養士の免許は，厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録す

ることによって行う．  

４ 厚生労働大臣は，管理栄養士の免許を与えたときは，管理栄養

士免許証を交付する．  

免許の取消し等 

第5条 栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは，

都道府県知事は，当該栄養士に対する免許を取り消し，又は1年

以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることがで

きる．  

２ 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは，

厚生労働大臣は，当該管理栄養士に対する免許を取り消し，又は

1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずる

ことができる．  

３ 都道府県知事は，第1項の規定により栄養士の免許を取り消し，

又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは，速やかに，その

旨を厚生労働大臣に通知しなければならない．  

４ 厚生労働大臣は，第2項の規定により管理栄養士の免許を取り 
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 かに，その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を

与えた都道府県知事に通知しなければならない． 

管理栄養士国家試験 

第5条の2 厚生労働大臣は，毎年少なくとも1回，管理栄養士と

して必要な知識及び技能について，管理栄養士国家試験を行う．  

受験資格 

第5条の3 管理栄養士国家試験は，栄養士であって次の各号のい

ずれかに該当するものでなければ，受けることができない．  

 一 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受

けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導

に従事した者  

 二 修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受

けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導

に従事した者  

 三 修業年限が4年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受

けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導

に従事した者  

 四 修業年限が4年である養成施設であって，学校（学校教育法

第1条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第

124条の専修学校及び同法第134条の各種学校をいう．以下この

号において同じ．）であるものにあっては文部科学大臣及び厚

生労働大臣が，学校以外のものにあっては厚生労働大臣が，政

令で定める基準により指定したもの（以下「管理栄養士養成施

設」という．）を卒業した者  

不正行為 

第5条の4 （略） 

主治医の指導 

第5条の5 管理栄養士は，傷病者に対する療養のため必要な栄養

の指導を行うに当たっては，主治の医師の指導を受けなければな

らない．  

名称の使用制限 

第6条 栄養士でなければ，栄養士又はこれに類似する名称を用い

て第1条第1項に規定する業務を行ってはならない．  

２ 管理栄養士でなければ，管理栄養士又はこれに類似する名称を

用いて第1条第2項に規定する業務を行ってはならない．  

第6条の2～4 （略）   

政令への委任 

第7条 この法律に定めるもののほか，栄養士の免許及び免許証，

養成施設，管理栄養士の免許及び免許証，管理栄養士養成施設，

管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な

事項は，政令でこれを定める．  

第7条の2  （略） 

罰 則 

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は，30万円以下の罰金に

処する．  

 一 第5条第1項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜ

られた者で，当該停止を命ぜられた期間中に，栄養士の名称を

使用して第1条第1項に規定する業務を行ったもの  

 二 第5条第2項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を

命ぜられた者で，当該停止を命ぜられた期間中に，管理栄養士

の名称を使用して第1条第2項に規定する業務を行ったもの  

 三 第6条第1項の規定に違反して，栄養士又はこれに類似する

名称を用いて第1条第1項に規定する業務を行った者  

 四 第6条第2項の規定に違反して，管理栄養士又はこれに類似

する名称を用いて第1条第2項に規定する業務を行った者  
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